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令和８年４月８日 

教育庁高等学校教育課 

県立五泉高等学校において、個人情報の漏洩がありました。 

 

県立五泉高等学校において、少人数展開のクラス名簿の一覧表を校内に掲示する際、誤

って令和７年度に実施した定期考査の生徒個人の平均点が記載された名簿を掲示しまし

た。 

 

１ 判明日時 

  令和８年４月７日（火）午後３時 40 分頃 

 

２ 漏洩した個人情報 

当該教科において、令和７年度に実施した２学期末考査及び学年末考査における生徒 

個人の平均点 40 人分 

 

３ 事案概要 

 ・ 教諭が、少人数展開のクラス名簿と授業の担当教諭を記載した一覧表を校内の廊下 

に掲示する際、５クラスのうち１クラス 40 人について、令和７年度に実施した２学 

期末考査及び学年末考査における生徒個人の平均点が記載された名簿を、誤って掲示 

しました。 

・ 名簿の一覧表を見た生徒が、当該校の教諭に報告したことにより事案が発覚し、報 

 告を受けた教諭がすぐに一覧表を取り外しました。（掲示されていた時間は約２時間） 

 ・ 全校生徒に対し、名簿の撮影をした場合は写真を削除するとともに、ＳＮＳ等に掲 

載しないように伝達しました。 

 

４ 今後の対応 

・ 学校に対しては、全校体制で再発防止に努めるよう指示するとともに、全県の高等 

学校等に対し、改めて個人情報管理の徹底について指導します。 

・ なお、今回の事案に関する内容がＳＮＳ等で確認された場合は、速やかにサイト管 

理会社に当該内容の削除を依頼します。 
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